
別紙４

１３２ 耳鼻科用剤

【医薬品名】プロピオン酸フルチカゾン（点鼻液）

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

［原則禁忌］の項の

「結核性疾患、呼吸器感染症の患者」

「高血圧の患者」

「糖尿病の患者」

を削除し、［慎重投与］の項の「呼吸器以外の感染症のある患者」を

「鼻咽喉感染症の患者」

と改める。
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